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議案第 ７号 

 

日野町と鳥取県との間の地方公共団体におけ 情報通信技術の共

同化に関す 事務の委託について 

 

 

別紙案のとお 日野町と鳥取県との間の地方公共団体におけ 情報通信技術

の共同化に関す 事務を鳥取県に委託す ことについて 地方自治法 昭和 22

法律第 67 号 第 252 条の 14 第 3 項において準用す 同法第 252 条の 2 第 3

項の規定によ 議会の議決を求め  

 

 

 

成 ９ 月 日提出 

 

日野町長    景 山 享 弘 



日野町 鳥取県 間 地方公共団体 け 情報通信技術 共同

化 関す 事務 委託概要 

 

1 背景及び趣旨  

現在 鳥取県 県内市町村 ICT 共同化 つい 検討を進 い 今後 共

同化事業 契約を締結す あた 契約主体 任意 協議会 県 あ こ

望ましいこ 及び県 委託した場合 県 監査 厳正 チェック体制 確

保 う こ 鳥取県自治体ICT共同化推進協議会 事務を県 委

託す う規約を締結す あ  

 

2 規約 内容 

委託事務 範囲 経費 負担 決算等 事務処理 つい 定 あ  

 

3 附則 

成29 4月1日 施行す  
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日野 鳥 県 間 地方公共団体 情報通信技術 共同化 関 事務 委

関 規約 

 

委 事務 範囲  

第 条 日野 以 いう 地方公共団体 情報通信技術 共同化 以

自治体ＩＣＴ共同化 いう 関 次 掲 事務 一部 以 委 事務

いう を鳥 県 以 乙 いう 委  

 ( ) 情報システム 標準化及び共同化 関 事務 

 ( ) 情報システム 運用 安全性 確保 関 事務 

 ( ) 情報通信技術 関 業務 対応 職員 育成 関 事務 

 

経費 負担及び予算 執行  

第 条 委 事務 管理及び執行 要 経費 負担 あ

を乙 交付  

 前項 経費 額及び交付 時期 鳥 県知事 以 知事 いう 日野 長

以 長 いう 協議 定 場合 い 知事 あ

委 事務 管理及び執行 要 経費 見積書及び事業計 書を 長 送付

い  

 

第 条 知事 委 事務 管理及び執行 係 収入及び支出 い 乙 歳入歳出

予算 い 委 事務 管理及び執行 要 経費 以外 者 た自治体Ｉ

ＣＴ共同化 関 事務 要 経費及び乙 自治体ＩＣＴ共同化 関 事務 要

経費を合算 計  

 

第 条 知事 各 度 い 前条 予算 うち委 事務 管理及び執行 要 経

費 残額 あ 場合 い を翌 度 委 事務 管理及び執行 要

経費 繰 越 使用 場合 い 知事 当該繰越

金 生 た理 を付 た計算書を当該 度 出納閉鎖 や 長 提出

い  

 

決算 場合 措置  

第 条 知事 地方自治法 昭和 法 第 号 第 条第 項 規定

決算 要領を公表 た 同時 当該決算 委 事務 関 部 を 長 通知

 

 

委 事務を廃 場合 措置  

第 条 委 事務を廃 場合 い 当該委 事務 管理及び執行 係 収支

廃 日を を打ち 知事 を決算 場合 い 決算 伴

生 剰余金 や 還付 い  

 

条例等改 場合 措置  

第 条 委 事務 管理及び執行 い 適用さ 乙 条例等 全部又 一部を変更

う 場合 い 知事 あ 長 通知 い   

第 条 委 事務 管理及び執行 い 適用さ 乙 条例等 全部又 一部 改 さ

た場合 い 知事 直ち 当該条例等を 長 通知 い  

 

雑則  

第 条 本規約 定 い事項又 本規約 定 事項 関 疑義 生 た

乙協議 定   

 

      附 則 

 規約 成 月 日 施行  

-」- 


